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　※１･･･ 保険証利用登録の手続きをしたマイナンバーカードのこと。

　※２･･･ 保険証に代わり、マイナ保険証での医療機関受診ができない人の被保険者資格を確認するための

　　　　 もので、有効期間は 1年間です。なお、マイナ保険証を持っている人でも、申請すれば「資格確認書」    

         の交付を受けることができます。

●令和６年 12 月２日以降、医療機関の受診に必要なもの

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

　マイナンバーカードを保険証として利用するには、登録手続き

が必要です。医療機関や薬局の受付（カードリーダー）、マイナポー

タルなどから手続きができます。

　登録方法などの詳細は、各ホームページをご確認ください。

国民健康保険 ・ 後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ

保険証の廃止と「資格確認書」発行のお知らせ

マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証

または現行の保険証（有効期限まで）

マイナ保険証を持っていない人
現行の保険証（有効期限まで）

または資格確認書

　国の法改正により、令和６年 12 月２日以降、「マイナ保険証」※１を基本とする仕

組みに移行するため、現行の保険証の発行を終了します。

　なお、お手元の保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。

　マイナ保険証を持っていない人には、お手元の保険証の有効期限が切れる前に、

現行の保険証に代わるものとしてカード型の「資格確認書」※２を送付します（申請不要）。

　ただし、後期高齢者医療制度加入者で、令和６年 12 月２日から令和７年７月 31 日までに新規加入した

人や転居などにより登録情報に変更が生じた人については、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」

を送付します（申請不要）。

がん患者などへウィッグや胸部補整具の購入費用を助成します

　がんの治療や疾患等によって生じた外見の変化をカバーするために購入したウィッグや胸部補整具など（ア

ピアランスケア用品）の購入費用の一部を助成します。

対　象

　申請日時点で市内に住所があり、アピアランスケア用品を購入した人で、市税を滞納していない人

用　具

区　分 対　象　用　品

ウィッグなど ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子　など

胸部補整具など 補整パット、補整下着、専用入浴着、人工乳房　など

胸部以外のエピテーゼ 顔、鼻、耳、指　など

助 成 額　購入費の２分の１（上限２万円）　※区分ごとに１人につき１回限り

申請期限　購入日から１年以内　※令和６年４月以降に購入した用品に限る

申請方法　申請書兼請求書と治療を受けたことが分かる書類や用具の領収書などを郵送、または

持参してください。　　　　　　　　　　

郵送で大腸がん検診大腸がん検診が受けられます

対　象　市内に住所がある 40 歳以上の人（今年度大腸がん検診を受けた、または受診予定の人を除く）

申込期間　11 月１日㊎～ 12 月 10 日㊋

検診の流れ

　①各保健福祉センターへ電話または市公式 LINE （健康 ・ 保健メニュー） から申し込む

　②令和７年１月８日㊌以降に検査キットなどが自宅に届く

　③２月 14 日㊎までに採取した２日分の便を返信用封筒で郵送する

　④検診料金を振込用紙で支払う

　⑤約１カ月後に検診機関から結果が自宅に届く

検診料金

40 歳の人

（昭和 59 年４月２日～昭和 60 年４月１日生まれの人）

国保の人

70 歳以上の人
69 歳以下で国保以外の人

無　料 200 円 400 円

※生活保護受給者は証明書提出で無料

11 月 14 日は世界糖尿病デー世界糖尿病デーです

　この日を中心に、全世界で糖尿病啓発キャンペーンが繰り広げられます。

　日本では、糖尿病が強く疑われる人や糖尿病の可能性を否定できない人が約2,000万人

（総人口の15％超）いると推定されています。糖尿病の予防や治療の重要性について一緒に

考えてみませんか。気になることがあったら、お気軽にご相談ください。

　　　　　　　　　　　〒863-0034市内浄南町4-15　　

　　天草中央保健福祉センター（複合施設ここらす内）☎24-0620

　　　　　　　　　　天草西保健福祉センター（河浦町）☎75-3301

12 月２日以降、保険証の発行を終了します

問申

問申

▲市公式 LINE

▲厚生労働省

ホームページ

▲マイナポータル

　　　　　　＜国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関すること＞

　　　　　　　国のマイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178

　　　　　　　平　日　9 ： 30 ～ 20 ： 00 ／土・日、祝日　9 ： 30 ～ 17 ： 30（年末年始除く）

　　　　　　＜国民健康保険に関すること＞ 国保年金課国保税係☎24-8802

　　　　　　＜後期高齢者医療制度に関すること＞ 国保年金課高齢者医療年金係☎24-8854

▲地方公共団体

情報システム機構

広 告

▲詳細

申問郵


